
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

※集合場所までの交通費は自己負担となります。
※アグリカルチャークラブ会員はクラブにて
5,000円を負担しますので、7,000円でご参加できます。

～強い農業を目指して～

モデル農場見学参加者　募集！！
《農場№2019-01》

さらに上を目指す農家の皆様のつながりの場を
提供する「アグリカルチャークラブ」は、全国各地
の篤農家を巡る旅を実施しております。
この度、今年度1圃場目となる福岡県の農場見学
会の開催についてご案内致します。 同じ農業を営
む方 と々の交流も深められる、貴重な体験になるこ
と間違いなし‼奮ってご参加ください。

2019年 6月21日（金）日帰り
10：00　福岡空港　　集合
10：40　新鳥栖駅　　集合
農場：福岡県久留米市北野町
最大20名まで参加可能
少数定員でじっくり見て話せる！

旅行期間

旅行代金
2019年 6月  21日（金）
　　　　　　　日帰り

7,000円（税込）
アグリカルチャークラブ会員

12,000円（税込）
ゲスト会員

（写真イメージ　エイチアイ株式会社様提供）
台風に備えた耐候性施設 安定した労働力確保 新鮮野菜を利用したレストラン

【第Ⅰ部 農場見学】
見どころ① 見どころ② 見どころ③

【第Ⅱ部 講演会】

『魅力ある農業の為に。先を見据えた多角経営のノウハウ』
講師　エイチアイ株式会社　代表取締役　稲吉　久徳 氏

地元の農場で研修を積み、独立し
てわずか４年で合計４haの農地と
19名の従業員を集め法人化を実
現。そのスピード感と農業を経営と
捉え、活動する考え方をご紹介

障がい者支援施設を積極的に活用
し安定した労働力を確保。手間を惜
しまず美味しい・安心・安全をモット
ーに新鮮な野菜を追及する為の取
り組みについてお伝え致します。

独立からわずか2年で消費者の声にし
っかりと耳を向けるためにレストランを
オープン。地域の新鮮野菜をふんだん
に利用し、農家直送野菜にこだわる。
安心して過ごせる環境を提供。

わずか４年で
大規模化＆法人化

障がい者支援施設の
活用で労働力確保

新鮮野菜のレストラン
6次産業化を確立

企画協力： 旅行企画・実施：株式会社近畿日本ツーリスト首都圏千葉支店

パイプハウスを活用した大規模軟弱野菜の周年栽培と
新鮮野菜で6次産業を確立した福岡県 エイチアイ株式会社



   
 
 
 
 
  

  

 

 
 

 

 

（予定）6月 21日（金）日帰り

：2019年6月14日（金）
：福岡昭和タクシー

：朝０回、昼１回、夜０回

ゲスト会員　　　　　　　12,000 円
7,000 円

：2019年6月21日（金）日帰り

10：00
10：40
11：00

12：15
14：00
14：15
16：00
16:15
17:00

福岡空港  出発 福岡空港　集合後　JR新鳥栖駅へ
その後レストランへ移動
ツアー日程説明・昼食（CROSS～農家の食卓～）

講演会
テーマ『魅力ある農業の為に。先を見据えた多角経営のノウハウ』

農業見学（軟弱野菜）

JR新鳥栖駅、福岡空港到着後 解散

JR新鳥栖駅  出発
レストラン 着

12：00 レストラン 発
エイチアイ（株） 着
エイチアイ（株） 発

研修室 発
研修室 着

JR新鳥栖駅  着
福 岡 空 港  着 ※帰りの時刻は当日のスケジュール、交通事情により多少前後することがあります。

総合旅行業取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所
での取引に関する責任者です。このご旅行の契約に関し、担
当者からの説明にご不明な点がございましたらご遠慮なく

上記の総合旅行業取扱管理者にご質問下さい。

〒260-0013  千葉県千葉市中央区中央3-3-8  日進センタービル6階

旅行代金算出基準日　2019年4月10日※アグリカルチャークラブ会員はクラブが5,000円を負担しますので、7,000円でご参加頂けます。

【振込口座】三井住友銀行　ひなぎく支店　普通　2890297　【口座名義】株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

株式会社近畿日本ツーリスト首都圏　千葉支店
担当者：宮嶋

総合旅行業務取扱管理者
児玉 靖生、橘 清志、金子政敏

管理番号：0440-1904-1008

2053

■お客様に対する責任
（1）当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。た
だし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
（2）お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他（伝染病による隔離、自由行動中の事故
、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等）の当社の関与し得ない事由
により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
（3）お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人
15万円を限度（当社の故意又は重大な過失がある場合を除く）として賠償します。
■お客様の責任
（1）お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければまりません。
（2）お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければばなりません。
（3）お客様は、旅行開始後に契約書面に掲載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに
当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

■個人情報の取扱いについて
(1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、電話番号をあらかじめ電子的方
法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者（以下「販売店」）は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、旅行手配
およびお客さまとの連絡等の為に必要な範囲内で、運送・宿泊機関、ツアーで提携の団体・企業（イベント主催会社等を含む）に提供いたします。
(3)当社、当社のグループ企業および当社と提携する企業等が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させて頂くことがあります。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。

■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損
害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2
万円～20万円、通院見舞金として通院日数により1万円～5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(た
だし、一個又は一対についての補償限度は1O万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅
行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補
償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
■旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内
容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支
払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が
1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行
代金に追加代金を加えた合計額です。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目（日帰り旅行にあって
は10日目）から8日目までの取消 旅行代金の20％

①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目から前々日までの取消 旅行代金の30％

旅行開始日の前日 旅行代金の40％

旅行開始日当日（旅行開始前） 旅行代金の50％

旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 旅行代金全額
変更補償金の支払いが必要となる変更 １件あたりの率(%)

旅行開始前 旅行開始後

1.5 3.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

1.0 2.0

2.5 5.0

１．契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
２．契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)
その他の旅行の目的地の変更
３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変
更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備
のそれを下回った場合に限ります。)
４．契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
５．契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港
の異なる便への変更
６．契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経
由便への変更
７．契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
８．契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件
の変更
９．前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項
の変更

■旅行代金に含まれるもの：①食事代金②貸切バス料金 ③農場見学費、懇談会費及び資料など
■旅行代金に含まれないもの：上記以外は旅行代金に含まれませんが、参加にあたって通常必要となる費用を例示します。
①集合場所までの交通費　②障害、疾病に関する医療費　③任意の旅行傷害保険料

（１）所定の申込書に必要事項をご記入の上、申込締切日の6月14日（金）までに旅行代金（アグリカルチャー  
クラブ会員7,000円、ゲスト会員12,000円）を添えてお申し込み下さい。申込金は、旅行代金、取消料又は違
約料のそれぞれの一部または全額として取り扱います。

食事条件

お申し込みの際には詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受取り頂き、必ず内容を事前にご確認の上、お申込み下さい。




